
2011 年 4 月 11 日 

株式会社 みずほ銀行 

 

電力需給逼迫に伴うみずほＡＴＭコーナーの営業時間短縮・休止について 

 

 

この度のシステム障害により、お客さまならびに関係者の皆さまに対し多大なご迷惑をお掛けし

ておりますことを心より深くお詫び申し上げます。 

3 月 11 日に発生した「東日本大震災」により、電力需給の状況は極めて厳しく、現在、生活の 

重要な基盤である電力の安定的な確保に向けて、政府・経済界ともに全力で取り組んでおります。 

 

このような状況を踏まえ、株式会社みずほ銀行（頭取 西堀 利）は、これまで電飾看板や   

ショーウィンドウポスターの照明を消灯するなど、すでに積極的に節電に取り組んでおりますが、 

これに加え、当面の間、下記のとおり、みずほＡＴＭコーナーの営業時間を短縮・休止いたします。 

 

お客さまには、大変ご不便、ご迷惑をお掛けすることとなりますが、節電に向けた取組みの一環

として、何卒ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１．対象店舗 

  東京電力管内の東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、群馬県、山梨県および富士川

以東の静岡県に所在するみずほＡＴＭコーナー。 

 

２．対象店舗の営業時間(※1) 

 平日・土曜日・日曜日・祝日 

有人店舗のＡＴＭコーナー 8 時～1９時(※2) 

店舗外ＡＴＭコーナー 
終 日 休 止：対象の拠点は、別紙 1 をご参照ください 

営業時間短縮：最長 8時～19 時(※2) 

省電力型ＡＴＭコーナー 現行どおり(※3) 

コンビニＡＴＭ 現行どおり(最長 24 時間) 

  ※1 店舗によって、稼働時間が異なる場合があります。 

  ※2 現行の営業時間が 8時～19 時より短い場合については、現行どおりとなります。 

  ※3 省電力型ＡＴＭが設置されているコンビニ・駅・商業施設等の営業時間に合わせて営業 

しております。対象の店舗については、別紙2をご参照ください。なお、一部の店舗につい

ては営業時間を短縮しております。 

 
３．実施期間 

  4 月 26 日(火)より当面の間、実施いたします。 

 

【別紙 1】休止する店舗外 ATM コーナー 

【別紙 2】省電力型 ATM コーナー 
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